
【貨物自動車運送事業法】

（平成元.１２.１９ 法律第８３号）
第１５条（輸送の安全性の向上）

第１６条（安全管理規程等）

第１７条（輸送の安全）

第１８条（運行管理者）

第１９条（運行管理者資格者証）

第２０条（運行管理者資格者証の返納）

第２１条（運行管理者試験）

第２２条（運行管理者等の義務）

第２３条（輸送の安全確保の命令）

第２４条（事故の報告）

第２４条の２（国土交通大臣による輸送の安

全にかかわる情報の公表）

第２４条の３（一般貨物自動車運送事業者によ

る輸送の安全にかかわる情報の公表）

第２６条（事業改善の命令）

第３３条（許可の取消し等）

第６０条（報告の徴収及び立入検査）

【貨物自動車運送事業輸送安全規則】

（平成２.７.３０ 運輸省令第２２号）
第２条の２（輸送の安全）

第２条の３（安全管理規程を定める貨物自

動車運送事業者の事業の規模）

第２条の４（安全管理規程の届出）

第２条の５（安全管理規程の内容）

第２条の６（安全統括管理者の要件）

第２条の７（安全統括管理者の選任及び解任の届出）

第２条の８（一般貨物自動車運送事業者等による

輸送の安全にかかわる情報の公表）

第３条（過労運転の防止）

第４条（過積載の防止）

第５条（貨物の積載方法）

第６条（自動車車庫の確保）

第７条（点呼等）

第８条（乗務等の記録）

第９条（運行記録計による記録）

第９条の２（事故の記録）

第９条の３（運行指示書による指示等）

第９条の５（運転者台帳）

第１０条（従業員に対する指導及び監督）

第１１条（異常気象時等における措置）

第１２条（安全の確保のための服務規律）

第１３条（点検整備）

第１４条（点検等のための施設）

第１５条（整備管理者の研修）

第１６条（乗務員）

第１７条（運転者）

第２１条（運行管理規程）

第２２条（運行管理者の指導及び監督）

第１８条（運行管理者等の選任）

第１９条（運行管理者の選任等の届出）

第２０条（運行管理者の業務）

第２３条（運行管理者の講習）

第２４条（運行管理者の資格要件）

第２５条（資格者証の様式及び交付）

第２６条（資格者証の訂正）

第２７条（資格者証の再交付）

第２８条（資格者証の返納）

第２９条（試験方法）

第３０条（試験の施行）

第３１条（受験資格）

第３２条（受験の申請）

第３３条（試験結果の通知）

第４７条の２（国土交通大臣による輸送の

安全にかかわる情報の公表）

【自動車事故報告規則】(昭和２６.１２.２０ 運輸省令第１０４号)
自動車事故報告規則第2条(定義)､第3条(報告書の提出)､第4条(速報)○

【自動車運送事業等監査規則】(昭和３０.１２.２４ 運輸省令第７０号)

第２章 貨物自動車運送事業関係法令体系

≪貨物自動車運送事業保安関係法令≫ 【国土交通省告示第１０９０号】（平成１８．９．１９）

貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針

【国土交通省告示第１０９１号】（平成１８．９．１９）

貨物自動車運送事業輸送安全規則第２条の８第１項の規定に基づき一般貨物自動車運送

事業者等(特定第２種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項

【国土交通省告示第１３６５号】（平成１３．８．２０）

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準

【国土交通省告示第４８５号】（平成２２．４．３０）

貨物自動車運送事業者が点呼等において用いるアルコール検知器を定める告示

【国土交通省告示第１３６６号】（平成１３．８．２０）

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

【国土交通省告示第６２０号】（平成２８．４．１）上記指針の一部改正

【国土交通省告示第１４０３号】（平成１３．９．７）

貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項に規定する国土交通大臣が認定する

適性診断

【国土交通省告示第１０９２号】（平成１８．９．１９）

貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第７項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が

従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置

【国自改第１３６号】台風等における異常気象時下における輸送の在り方について

【道路運送車両法】（昭和２６．６．１ 法律第１８５号） （令和２．２．２８）

第４７条の２（日常点検整備）

第４８条（定期点検整備）

第４９条（点検整備記録簿）

第５０条（整備管理者）

第５２条（選 任 届）

第５３条（解任命令）

【国土交通省告示第１４０２号】（平成１３．９．７）

貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第２項、第２４条第１項第１号及び第３１条

第２項に規定する国土交通大臣が認定する講習

１. 運輸監理部長または運輸支局長が運行管理者について行う研修に代えることができる

講習

２. 運行管理者の資格要件について実務の経験と合わせて受講することが必要な講習

３. 運行管理者試験の受験資格について実務の経験に代えることができる講習

【国土交通省告示第４５５号】（平成２４．４．１３）

貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項、第２３条第１項、第２４条第１項

及び第３１条第２項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示

１．基礎講習（第２条） ２．一般講習（第２条）

３．特別講習（第２条） ４．５回以上受講する運行の管理に関する講習（第６条）

【国土交通省告示第１２２４号】（平成２１．１１．２０）

自動車運送事業者等が引き起こした社会的影響が大きい事故の速報に関する告示
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